
高知県スポーツ振興推進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧
（補助金の交付申請） 
第４条 規則第３条第１項に規定する申請書及び関係書類は、次の各号に掲げるとおりとし、知事に提出しな
ければならない。 
（１）補助金交付申請書（別記第１号様式） 
（２）事業計画書（別記第２号様式） 
（３）収支予算書（別記第３号様式） 
（４）県税の滞納がない旨を証する書面 
 
（補助金の交付の決定） 
第５条 知事は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するも
のとする。ただし、当該申請をした者が別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。 
 
（補助金の交付の決定の取消し） 
第６条 知事は、補助事業者が別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の
全部又は一部を取り消すことができる。 
 
（補助の条件） 
第７条 補助事業者は、補助金の交付目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（１）補助金の交付決定を受けた補助対象事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうと
するときは、あらかじめ別記第４号様式及び別記第５号様式による事業変更承認申請書及び変更予算書を提出
し、知事の承認を受けること。 
ア 補助金の交付決定額の増額 
イ 事業区分ごとに配分された額の20パーセントを超える減額 
ウ 事業区分ごとの配分の変更（別表第１に掲げるものに限る。） 
エ 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業の目的及び仕様に及ぼす影響が軽微であると
して知事が別に定める場合を除く。 
（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、別記第６号様式による事業中止（廃止）承認申請書
を知事に提出してその承認を受けること。 
（３）補助事業の収入、支出を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の
翌年度から起算して５年間保管すること。 
（４）補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。 
 （５）補助事業の実施に当たっては、別表第２に掲げるいずれかに該当すると認められる者を間接補助事業
者及び契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。 
 
（６）間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前２号に掲げる条件を付さねばならないこと。 
 

（補助金の交付申請） 
第４条 規則第３条第１項に規定する申請書及び関係書類は、次の各号に掲げるとおりとし、知事に提出する
ものとする。 
（１）補助金交付申請書（別記第１号様式） 
（２）事業計画書（別記第２号様式） 
（３）収支予算書（別記第３号様式） 
（４）県税の滞納がない旨を証する書面 
 
（補助金の交付の決定） 
第５条 知事は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するも
のとする。ただし、当該申請をした者が別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。 
 
（補助金の交付の決定の取消し） 
第６条 知事は、補助事業者が別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の
全部又は一部を取り消すことができる。 
 
（補助の条件） 
第７条 補助事業者は、補助金の交付目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（１）補助金の交付決定を受けた補助対象事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうと
するときは、あらかじめ別記第４号様式及び第５号様式による事業変更承認申請書及び変更予算書を提出し、
知事の承認を受けること。 
ア 補助金の交付決定額の増額 
イ 補助対象経費の区分ごとに配分された額の20パーセントを超える減額 
ウ 経費の配分の変更（別表第１に掲げるものに限る。） 
エ 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業の目的及び仕様に及ぼす影響が軽微であると
して知事が別に定める場合を除く。 
（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、別記第６号様式による事業中止（廃止）承認申請書
を知事に提出してその承認を受けること。 
（３）補助事業の収入、支出を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の
翌年度から起算して５年間保管すること。 
（４）補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。 
 （５）補助事業の実施に当たっては、別表第２に掲げるいずれかに該当すると認められる者を間接補助事業
者及び契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。 
 
（６）間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して第４号及び第５号の条件を付さねばならない
こと。 
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附 則 
１ この要綱は、平成30年４月３日から施行する。 
２ この要綱は、令和６年５月31日限り、その効力を失う。た
だし、この要綱に基づき交付された補助金については、第７条
第３号及び第７号から第９号まで並びに第11条の規定は、同日
以降もなおその効力を有する。 
附 則 
 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 

附 則 
１ この要綱は、平成30年４月３日から施行する。 
２ この要綱は、令和８年５月31日限り、その効力を失う。た
だし、この要綱に基づき交付された補助金については、第７条
第３号及び第７号から第９号まで、第10条第４項並びに第11条
の規定は、同日以降もなおその効力を有する。 
附 則 
この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表第２（第５条、第６条、第７条関係） 
 
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。
以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定す
る暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴
排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)で
あるとき。 
(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があると
き。 
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する
者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するもの
と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、
理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)
が暴力団員等であるとき。 
 

別表第２（第５条、第７条関係） 
 
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。
以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定す
る暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴
排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)で
あるとき。 
(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があると
き。 
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する
者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するもの
と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、
理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)
が暴力団員等であるとき。 
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国民体育大会対策強化

全高知チーム強化

アドバイザー招聘事業

特別強化選手支援事業

事務局経費

公認指導者資格養成事業

指導者研修会開催事業

総合交流大会開催事業

指導者育成事業

リーダー育成事業

日独スポーツ少年団同時交流事業

国民体育大会派遣事業

運営費補助事業

別表第１の１

事業区分 補助対象経費

国体正式競技（40競技）における基本的な強化に必要となる経費

国体入賞や日本代表選手の輩出が特に期待される競技に対して、特別強化コーチ派
遣、遠征強化、SSCサポートチームの活用など「全高知チーム」に対する重点強化に必
要となる経費

高度な技術・戦術・トレーニング方法の指導に加え、組織マネジメントやネットワーク構
築、情報の活用など、総合的な指導助言を得るために優秀なコーチを招聘するために必
要となる経費

優秀な競技成績を収めている選手を特別強化選手に指定し、日本代表選手等を目指し
て、さらなるレベルアップを図る取り組みに必要となる経費

補助事業の実施に当たり必要な事務局経費

県内指導者の公認資格者の増加を図るため、県内で公認資格の「共通Ⅰ」の資格取得
できる講習会開催のために必要な経費

県内指導者の資質向上を図るため、講師を招いたフォーラム等の開催に必要な経費

スポーツ少年団総合交流大会の開催に必要な経費

公認スタートコーチ養成のための講習会や、資質向上のための各研修会に派遣するた
めに必要な経費

スポーツ少年団の次世代を担う若者の資質向上を図るため、研修会等の開催や派遣に
必要な経費

日独両国のスポーツ少年団の優れた青少年及び指導者の相互交流により友好と親善を
深め、国際的能力を高める活動に係る経費

④国民体育大会派遣事業
国民体育大会及び四国ブロック大会に参加する大会役員、競技団体（監督、トレー
ナー、選手）、帯同ドクターに係る経費

⑤運営費補助事業 補助事業者の安定した運営を図るために必要となる経費（臨時職員に係るものを除く）

普及・育成支援事業
（ジュニア・女性強化）

競技団体のジュニア層の普及・育成、女子選手のレベルアップや強豪校の招聘をおこな
い競技力向上につなげるために必要となる経費

②指導者養成事業

③高知県スポーツ少年団
育成事業

①競技スポーツ選手育成
強化事業

国民スポーツ大会対策強化

全高知チーム強化

アドバイザー招聘事業

特別強化選手支援事業

事務局経費

公認指導者資格養成事業

指導者研修会開催事業

総合交流大会開催事業

指導者育成事業

リーダー育成事業

日独スポーツ少年団同時交流事業

国民スポーツ大会派遣事業

運営費補助事業

別表第１の１

事業区分 補助対象経費

国スポ正式競技（40競技）における基本的な強化に必要となる経費

国スポ入賞や日本代表選手の輩出が特に期待される競技に対して、特別強化コーチ派
遣、遠征強化、SSCサポートチームの活用など「全高知チーム」に対する重点強化に必
要となる経費

高度な技術・戦術・トレーニング方法の指導に加え、組織マネジメントやネットワーク構
築、情報の活用など、総合的な指導助言を得るために優秀なコーチを招聘するために必
要となる経費

優秀な競技成績を収めている選手を特別強化選手に指定し、日本代表選手等を目指し
て、さらなるレベルアップを図る取り組みに必要となる経費

補助事業の実施に当たり必要な事務局経費

県内指導者の公認資格者の増加を図るため、県内で公認資格の「共通Ⅰ」の資格取得
できる講習会開催のために必要な経費

県内指導者の資質向上を図るため、講師を招いたフォーラム等の開催に必要な経費

スポーツ少年団総合交流大会の開催に必要な経費

公認スタートコーチ養成のための講習会や、資質向上のための各研修会に派遣するた
めに必要な経費

スポーツ少年団の次世代を担う若者の資質向上を図るため、研修会等の開催や派遣に
必要な経費

日独両国のスポーツ少年団の優れた青少年及び指導者の相互交流により友好と親善を
深め、国際的能力を高める活動に係る経費

2 国民スポーツ大会派遣
事業

国民スポーツ大会及び四国ブロック大会に参加する大会役員、競技団体（監督、トレー
ナー、選手）、帯同ドクターに係る経費

3 運営費補助事業 補助事業者の安定した運営を図るために必要となる経費（臨時職員に係るものを除く）

普及・育成支援事業
（ジュニア・女性強化）

競技団体のジュニア層の普及・育成、女子選手のレベルアップや強豪校の招聘をおこな
い競技力向上につなげるために必要となる経費

1-(2)
指導者養成事業

1-(3)
高知県スポーツ少年団育
成事業

1-(1)
競技スポーツ選手育成強
化事業
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①競技スポーツ
選手育成強化事
業

②指導者養成事
業

③高知県スポー
ツ少年団育成事
業

④国民体育大会
派遣事業

⑤運営費補助事
業

雇用保険、健康保険、厚生年金、児童手
当拠出金、労災保険料

○ × × × ○

給与等 ○ × × × ○

報酬 ○ × × × ○

賞与 ○ × × × ○

競技団体関係指導者・外部指導者・ドク
ター・トレーナー等

○ ○ ○ ○ ×

交通費
JR、私鉄、航空機、バス、船舶等の公共交
通機関

宿泊費
ホテル等宿泊営業施設、合宿所、公民館
等

競技用消耗品

燃料費（自家用車等）

修繕費

印刷製本費

飼育料（競技用馬匹）

食糧費 × × × ×

通信運搬費

振込手数料

保険料（スポーツ保険等）

メディカルチェック受診委託、警備委託　
等

○ × ○ × ×

会場・器具借り上げ料

バス、レンタカー、タクシー借り上げ料

有料道路通行料、駐車場代

高知県スポーツ科学センター利用料

○ × × × ×

大会参加料

研修会等参加料

事業区分

共済費

賃金

報酬

職員手当等

報償費

委託料

備品購入費

補助対象経費 内訳

旅費 ○ ○ ○ ○ ×

需用費
○ ○ ○ ○

×

役務費 ○ ○ ○ ○ ×

使用料及び賃借料 ○ ○ ○ ○ ×

負担金補助及び交付金 ○ × ○ ○ ×

1-(1) 競技ス
ポーツ選手育成
強化事業

1-(2) 指導者養
成事業

1-(3) 高知県ス
ポーツ少年団育
成事業

2 国民スポーツ
大会派遣事業

3 運営費補助事
業

雇用保険、健康保険、厚生年金、児童手
当拠出金、労災保険料

○ × × × ○

給与等 ○ × × × ○

報酬 ○ × × × ○

賞与 ○ × × × ○
競技団体関係指導者・外部指導者・ドク
ター・トレーナー等

○ ○ ○ ○ ×

交通費
JR、私鉄、航空機、バス、船舶等の公共交
通機関

宿泊費
ホテル等宿泊営業施設、合宿所、公民館
等

競技用消耗品

燃料費（自家用車等）

修繕費

印刷製本費

飼育料（競技用馬匹）

食糧費 × × × ×

通信運搬費

振込手数料

保険料（スポーツ保険等）

動画配信事業委託、運営・審判委託　等 ○ × ○ × ×

会場・器具借り上げ料

バス、レンタカー、タクシー借り上げ料

有料道路通行料、駐車場代

高知県スポーツ科学センター利用料

○ × × × ×

大会参加料

研修会等参加料

事業区分

共済費

賃金

報酬

職員手当等

報償費

委託料

備品購入費

補助対象経費 内訳

旅費 ○ ○ ○ ○ ×

需用費
○ ○ ○ ○

×

役務費 ○ ○ ○ ○ ×

使用料及び賃借料 ○ ○ ○ ○ ×

負担金補助及び交付金 ○ × ○ ○ ×
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R 年度 高知県スポーツ協会 強化費補助金内訳一覧

No. 競技団体名 報償費 旅費 需用費 役務費
使用料及び

賃借料

負担金

補助
補助金合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

合　計

第９号ー①様式

R 年度 高知県スポーツ協会 強化費補助金内訳一覧

No. 競技団体名 報償費 旅費 需用費 役務費
使用料及び

賃借料
備品購入費

負担金

補助
補助金合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

合　計

第９号ー①様式
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競技名 記載担当者氏名

成年男子

（国スポ）

（その他の大会）

成年女子
・

女　子

（国スポ）

（その他の大会）

少年男子

（国スポ）

（その他の大会）

少年女子

（国スポ）

（その他の大会）

講師等招聘

普及・育成
（ｼﾞｭﾆｱ等）

チーム招聘

女性強化

医科学（SSC等）

活用

第９号ー②様式

実 績 報 告 書

令和    年度

内
　
　

容
　

（
強

化
練
習

・
合
宿

・
遠
征

等
の
年

間
活
動
を

記
入
し

て
く
だ

さ
い

）

結
　

果

　

（
必
ず
記

入
し
て

く
だ
さ
い

）

競技名 記載担当者氏名

成年男子

（国体）

（その他の大会）

成年女子
・

女　子

（国体）

（その他の大会）

少年男子

（国体）

（その他の大会）

少年女子

（国体）

（その他の大会）

講師等招聘

普及・育成
（ｼﾞｭﾆｱ等）

チーム招聘

女性強化

医科学（SSC等）

活用

第９号ー②様式

実 績 報 告 書

令和    年度

内
　
　

容
　

（
強
化

練
習
・
合

宿
・
遠

征
等
の

年
間
活

動
を
記
入

し
て
く

だ
さ
い

）

結
　

果

　

（
必
ず

記
入
し

て
く
だ

さ
い

）
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新 旧

事業No.
事業

区分
種　別 期　間

選　手

延人数

指導者

延人数
報償費 旅　費 需用費 役務費

使用料及び

賃借料

負担金

補助

補助金
合計

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

6 ～

7 ～

8 ～

9 ～

10 ～

11 ～

12 ～

13 ～

14 ～

15 ～

16 ～

17 ～

18

19

20 ～

合　計

第９号ー③様式

競技種目【       】

会　場（場所）

事業区分　(A)一般練習　(B)県内合宿　(C)県外遠征・合宿　(D)講師等招聘　(E)普及・育成（ｼﾞｭﾆｱ等）　(F)ﾁｰﾑ招聘　(G)女性強化　（H）医科学（SSC等）

事業No.
事業

区分
種　別 期　間

選　手

延人数

指導者

延人数
報償費 旅　費 需用費 役務費

使用料及び

賃借料
備品購入費

負担金

補助

補助金
合計

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

6 ～

7 ～

8 ～

9 ～

10 ～

11 ～

12 ～

13 ～

14 ～

15 ～

16 ～

17 ～

18

19

20 ～

合　計

第９号ー③様式

競技種目【       】

会　場（場所）

事業区分　(A)一般練習　(B)県内合宿　(C)県外遠征・合宿　(D)講師等招聘　(E)普及・育成（ｼﾞｭﾆｱ等）　(F)ﾁｰﾑ招聘　(G)女性強化　（H）医科学（SSC等）


